
○市町村費

・概要
⑴　学校の教育目標を達成させるため必要とされる経費は、設置者である市町村の教育予算として措置さ
　れる。
⑵　教育予算には、人件費や建築費なども含まれるが、一般的に「学校予算」とは、学校の維持管理に要　
　する経費、学校運営と教育活動推進に係る経費で、実際に学校に配分される予算を指す。
⑶　学校予算の運営は、教育効果を高めることを目的に進められると同時に、効率化と適正化が求められ
　る。さらに、公費であり、配分、執行計画、決算処理等、基本的ルールをもとに、計画的な運営が必要
　とされる。

・関係法令等 
⑴　憲法第26条
⑵　教育基本法第５条、16条
⑶　学校教育法第５、６条
⑷　地方自治法
⑸　地方財政法
⑹　理科教育振興法
⑺　市町村財務規則

・事務処理

⑴　予算の配分

⑴　年間を見通した各係や教科担当等から必要経費・予算資料を収集する
⑵　学校運営上の課題や施設設備の改善を含めた懸案事項を整理する
地教委の指示による（各市町村により異なる）

⑴　市町村によって資料提出の形式、時期は異なるが、予算編成方針や教育委員会の指示
　により、必要経費などを整理し、教育活動や学校運営が円滑に進められるよう、編成資
　料・要望書等を提出する
地教委の指示による（各市町村により異なる）

⑴　市町村によっては現地調査やヒアリングを経て、市町村教育予算として議会審議・決
　定される
⑵　教育費の主に歳出予算について、各小中学校にそのすべて又は一部が学校配分予算と
　して令達される

⑴　令達された予算を校内資料や実績等を勘案し、教育計画など年間学校運営計画にそっ
　て、教科・係への配分計画を立てる
⑵　執行計画を作成し、予算の効率的・計画的執行に努める
⑶　配分や執行計画を立案するにあたっては、校内に予算委員会等を設け全校的立場に立
　った予算運営に努める

⑵　予算の執行

市町村財務規則に添った校内予算執行計画と執行手順に基づき、適正な事務処理に努める

計画に添って物品購入、工事等が執行されるよう購入・支出伺、契約事務が進行されるよ
うに努める

決裁後は、すみやかに業者への発注を行う。工事等の場合は、落札業者と工程についても
打合せ、教育活動などに支障がないように努める
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発注通りの納品を確認し、係・担当者に引き渡す。また、工事等の場合は、業者と立ち会
い検査し完了を確認する

納品・請求・工事完了届など必要書類を確認し、支払い手続を進める

⑴　予算差引簿等を整備し、執行状況を把握する。予算の残又は不足が生じた場合は、地
　教委と協議し補正・流用手続を進める
⑵　証拠書類の適正な保管をする

⑶　監査

予算運営の課題を明らかにし、学校評価（学校運営反省）等を通し、次年度予算運営に生
かす資料の整備に努める

市町村及び関係機関の監査・点検に備えた関係諸書類の整備だけでなく、学校評議員・保
護者に対し執行状況を説明できる資料の整備に努める

以　下　余　白

時　　期 処　　　　　　理　　　　　　内　　　　　　容

時　　期 処　　　　　　理　　　　　　内　　　　　　容

執行管理

支払手続

納品・検収

監査と
情報公開

執行の評価
と反省


